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避難指示の解除に向けた取組

○特定復興再生拠点区域において、除染や家屋等の

   解体を実施。2023年11月末で6町村全ての特定復興

再生拠点区域の避難指示が解除。

は

○引き続き、特定復興再生拠点区域における家屋等の

解体、フォローアップ除染等を実施。

○特定復興再生拠点区域外については、2020年代を

 かけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、

避難指示解除の取組を進めていく政府方針。

○特定帰還居住区域についても、設定された区域に

 おいて、除染や家屋等の解体を迅速に実施。

○大熊町・双葉町の一部の地域については、昨年9月の

区域設定を受け、12月に除染や家屋等の解体に着手。

○本年１月に区域設定された浪江町については、６月に

着手を開始。2月に区域設定された富岡町についても、

除染や家屋等の解体の早期着手に向け準備。

◇特定帰還居住区域での除染の様子

浪江町 羽附地区
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中間貯蔵施設事業の状況

○中間貯蔵施設とは、福島県内の除染により発生した除去土壌や廃棄物、10万Bq/kgを超える焼却灰等について、   
中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分までの間、安全かつ集中的に管理・保管するための施設であり、          
その区域は約1,600ha（渋谷区とほぼ同じ面積）

○大変重いご決断で大熊町・双葉町に受け入れを容認いただいた。引き続き、安全第一を旨として、中間貯蔵施設事業
に取り組む。

○福島県内の除染で発生した除去土壌等（帰還困難区域を含む。）について、 2024年6月末時点で、累積約1,390万㎥
を中間貯蔵施設へ搬入。

○搬出が完了した仮置場については、土地所有者や地元市町村等とも調整しながら、原状回復を実施し、土地所有者
に順次返地。国管理の仮置場については、331箇所のうち237箇所で返地済み。（2024年5月末時点）

凡例

：土壌貯蔵施設（当該工区）

凡 例

約230m

土壌貯蔵施設の整備状況

2024年2月1日撮影

受入・分別施設

中継テント

大熊①工区

受入・分別施設（②工区）
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県外最終処分、再生利用の方針と現状

○ 福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内（2045年3月まで）に、福島県外で

最終処分を完了するために必要な措置を講ずることと法律で規定。

○ 県外最終処分の実現に向けては、再生利用の実証事業や減容化の技術開発等で得られた知見、国内外の   

有識者からの助言等を踏まえ、最終処分・再生利用の基準、最終処分場の構造・必要面積等について、      

2024年度中の取りまとめに向け、検討を進めているほか、再生利用先の創出等については、関係省庁等の

連携強化により、政府一体となった体制整備に向けた取組を進めるなど、着実に取り組んでいく。

○ また、今後の除去土壌の再生利用と必要な最終処分等に係る環境省の取組に対し、技術的・社会的観点から

国際的な評価・助言等を行う目的で、除去土壌の再生利用等に関するIAEA専門家会合が令和5年度に計3回 

開催され、今年夏頃を目途に、IAEA において最終報告書が取りまとめられる予定。

○ 最終処分・再生利用の安全性・必要性等について、大学生等の若い世代に向けた講義や現地案内のほか、

自治体、メディア等への情報発信を更に進める等により、理解醸成の取組を強化。

◇大熊町中間貯蔵施設内での道路盛土実証事業

2023年７月

2023年12月

◇飯舘村長泥地区での農地実証事業

２工区

水田試験エリア
比曽川

再生資材化
エリア跡地

県道62号

３工区 2023年9月

◇IAEA専門家第３回会合の様子

◇理解醸成の取組の様子（3.11シンポジウム）

2024年2月

2024年3月
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【拡大図】 【広域図】
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：環境省の測点（計35測点）

：原子力規制委員会の測点（計20測点）

：福島県の測点（計9測点）

トリチウム、その他核
種

共同漁業権非設定区域
（東西1.5km、南北3.5km）

：海水中のトリチウムを測定（迅速及び精密分析）、
その他の関連核種を測定（計３測点）

：海水中のトリチウムを測定

（迅速及び精密分析を実施、計20測点）

：海水中のトリチウムを測定

（精密分析を実施、計６測点）

：海水浴場における海水中のトリチウムを測定

（計６測点）

ALPS処理水放出後の海水のモニタリング結果の概要

○ 令和５年8月24日の放出開始後、モニタリングを強化・拡充し、速報のための分析や精密な分析を

高頻度で実施。

○ 環境省、原子力規制委員会、福島県の分析結果では、トリチウム濃度は検出下限値未満～5.0Bq/L

○ 放出口近くでは国内の過去の変動の範囲内であったほか、放水口から数km離れれば、ほぼ放出前

と変わらない濃度となっている。本結果は、ウェブサイトやSNSでも発信。

（参考）原子炉等規制法に基づく規制基準：60,000 Bq/L、 WHOの飲料水基準：10,000 Bq/L

              東京電力が放出停止を判断する値：発電所から3km以内では700 Bq/L、10km四方内では30 Bq/L


